
伊藤 これからシンポジウムを始めま

す。シンポジウムのテーマは、「すべての

ひとが学び続けられる社会をつくるため

に社会教育ができること」ですが、少し考

えてみるだけでも難しいテーマと思いま

す。「学ぼうとする人をサポートしよう」

ということは当然考え得るべきことでし

ょうけども、「今は学びたくない」という

ような人について、どのように考えたら

よいでしょうか。 

学ぶ理由も、目的も、方法も、人それぞ

れであって良い訳です。私たちは地域づ

くりとか、地域社会や地域住民の観点か

ら理想とされる学びを良しとして、それ

を推進していく議論をすることが大事で、

そこに話をもっていきたいという面があ

ります。でも考えてみれば、そういう理想

とされる「学び」ばかりが「学び」ではな

い訳ですよね。「すべてのひと」について

考えるというのはとても難しいなと思い

ます。 

それから、テーマに「社会教育ができる 

こと」とありますが、これは行政が担うも

のもあれば民間が担うものもあります。

社会教育委員はそのパイプ役と言われた

りします。 

皆さんがどのあたりの話を期待してい

るのか、難しいなと思いますが、それでも

今回のシンポジウム、画面に出しました

４つの柱を設けて考えていくことができ

たらと４人で話してきました。 

この後１時間くらいで第３の柱まで話

をして、その後は、会場の皆さんとのやり

とりを行い、最後に登壇者の３名の方か

ら締めのお話を伺いたいなと想定してい

ます。 

皆さんとともに良い時間を作っていけ

ますように、改めてどうぞよろしくお願

いいたします。 

早速ですが、登壇者の皆さんにお話を

伺ってまいりたいと思います。 

（柱の第１として）それぞれの方にと

って現在の社会教育がどのように映って

いるか、社会教育とのこれまでの関わり

も含めた自己紹介と併せて、お話を伺え

たらと思います。

１）すべてのひとが学び続けられる社会とは 

２）学び続けることが難しい状況にある人々 

へのアプローチ 

３）難しい状況にある人々をとりまく周囲 

の人々へのアプローチ 

４）「すべてのひとが学び続けられる社会を 

つくる」のは誰か 

シン ポ ジ ウム

コーディネーター：伊藤 真木子 氏 （青山学院大学 教授）

シンポジスト： 青木 信二 氏 （厚木市立森の里公民館 前地区長）
 阪本 陽子 氏 （東京都台東区教育委員会 社会教育主事）
 渡邊 健一 氏 （相模原市 社会教育委員）

テーマ： すべてのひとが学び続けられる社会をつくるために
 社会教育ができること
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青木 青木と申します。神奈川県厚木市

森の里という地域からまいりました。教

育出身者ではありません。ただの地域の

おじさんです。 

30 代後半から自治会をはじめ、39歳の

時に 2,000 所帯ぐらいの自治会長を、そ

の後、PTA 会長や青少年健全育成会の会長

等を務め、今から考えると 30年以上、い

ろいろな地域活動を支えてきました。そ

の縁から厚木市の社会教育委員をさせて

いただき、議長も務めました。社会教育を

学びながら、地域活動だけではない魅力

が地域活動にはあるということが、新し

い視点だったように思います。 

皆さん、地域活動といったら、すぐにイ

ベントと考えちゃうでしょう。１回終わ

ったら「終わった、よかった」とみんなで

酒飲んでバンバンバンで終わりだったの

ですよね。社会教育に携わると、そうでは

ないことが分かりました。終わりが始ま

りなのです。このことが「次」を継続する

にあたって、私にとって大きな力になり

ました。 

いろいろな活動をしていくと、こうし

た社会教育活動のものの見方が身につい

ていき、それらを施策に活かしたいと思

いました。社会教育委員会議の提言とし

て「地域ぐるみ家庭教育支援事業」を教育

委員会に提出しました。厚木市ではおそ

らく初めてのことではなかったかと思い

ます。 

本来は、事務局である社会教育担当課

が施策を考えて、社会教育委員会議にか

けて承認をとるのですが、私たち社会教

育委員自身がいろいろな活動をして、そ

れらを集約すれば、こんな施策ができる

のではないかという提案をしたのですね。

厚木市社会教育委員会議の事業の中で、

ずっと家庭教育支援を追っかけていまし

た。それまでは、パンフレットを配ったり、

いろいろなことをやったりしていたので

すが、家庭教育支援になっていないので

はないかと思い、社会教育における家庭

教育支援事業を施策として起こそうとい

うことで、この事業が生まれました。 

一番大きなポイントは「協働」です。今

では「協働」という言葉は皆さんに通じる

と思いますが、当時は全く通じませんで

した。「地域のいろいろな団体にいろいろ

な補助金がおりています。それらをみん

なが協力し合って、共に活動していきま

せんか。そして、孤立する家庭をなくそう、

みんなで繋がりをもって地域づくりをし

ていこう」ということを考えた施策でし

た。 

森の里地区がモデル地区に指名され、

実行委員会を作っていきました。この理

念の基にどのような活動をすればよいか

を地域の皆さんで話し合って考えたのが、

「緩やかな繋がり」です。 

地域には、自治会、青少年健全育成連絡

会、子ども会、PTA、学校、公民館などい

ろいろな団体がありますが、事業につい

てはそれぞれでやっています。そうでは

なく、真ん中には地域の子どもがいる、地

域の家庭がいると考え、緩やかな繋がり

をもっていろいろな活動に対してみんな

が協力し合おう、共に地域づくりで活動

していきませんかということを、地域に

訴えました。 

そうしたところ、まさにヒットしまし

た。この事業が展開していくうちに、いろ

いろな地域の団体に、例えば、自治会だっ

たら自治会だけが活動していたものが、

子ども会や PTA、学校、そして青少年健全

育成連絡会等と一緒に繋がっていき、広

がっていきました。これが、今の森の里の

地域づくりの基盤を作ったのではないか

と考えています。後で、地域学校協働活動、

学校運営協議会制度のお話をさせていた
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だきますが、その基盤づくりになったと

思います。 

このような緩やかな繋がりをもって、

いろいろな活動をしていくうちに、繋が

りのある豊かな地域づくりができるよう

になりました。それで生まれたのが、「共

に楽しみ、共に学び、共に育つ・成長する」

という理念です。この「共に」とは、子ど

もや大人、高齢者までいろいろな人たち

が関わることによって、いろいろなとこ

ろで学びに繋がっていくということをう

たったテーマです。今でも森の里の理念

となって、各種の事業に展開しています。

その後、社会教育委員を退任したとこ

ろで、今度は、森の里公民館地区館長に指

名されました。私自身が地域ぐるみの家

庭教育支援事業を考えたのに、その最前

線に立つことになって、これにはもうび

っくりしまして、本当に大変なことだと

思いながら、楽しく活動させていただき

ました。今は３期・６年間の地区館長を無

事に終えほっとしているところですが、

未だに楽しく地域活動をしている青木で

ございます。 

これから、すべてのひとが学ぶために

はどうすればいいか、そういう社会はど

のようにつくるかというお話をしていく

と思いますけども、私たちはそういう理

念をしっかりと自分自身が地域において

作り上げて、そして活動することが一番

ではないかと考えております。 

阪本 私は、東京の台東区教育委員会生

涯学習課で社会教育主事をしております。

台東区は、上野や浅草のある町で、ここか

らそんなに遠くないので、もしよろしけ

れば、お帰りにぜひ寄っていただければ

なと思います。 

御参加の方で社会教育主事の方、ちょ

っと拍手をしていただけますか。（少し拍

手が起こる）いました、嬉しいです。仲間

です。 

自己紹介ですが、大会冊子の 14ページ

に私のことが書いてありますが、大学時

代に地域の子どものリーダー育成事業で

ボランティア活動をしまして、育成スタ

ッフをしたことがきっかけで、社会教育

の道に縁ができました。大学卒業後は、一

旦民間企業に就職をしましたが、ボラン

ティアスタッフを継続する中で、改めて

社会教育の世界に魅力を感じ、路線を変

更して、現在は社会教育主事として仕事

をしています。 

台東区との縁は、社会教育委員を務め

させていただいたというのがきっかけで

す。その中で行政側として仕事をしてみ

ないかとお声掛けをいただき、社会教育

指導員になり、その後、社会教育主事の発

令を受け、現在に至り、20 年ほど社会教

育主事をしております。歳がばれるかな

と思いますが、こうした経緯です。 

今の社会教育の現状をどう捉えている

かということで、２点ほど気づきをお伝

えさせていただくと、１つは、今拍手をし

ていただいたのですが、社会教育専門職

が激減しているということです。東京 23

区の中では「社会教育主事はもう不在だ

よ」という自治体も出てきているぐらい、

社会教育主事の減少というのが非常に大

きく目立つかなと思います。 

これは社会教育に対して１つの評価が

くだされているような気がして、非常に
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寂しく思っているのですけれども、どう

やってこの社会教育専門職員を増やして

いくか、皆様のような社会教育委員の方

と一緒にまちづくりをしていく専門職を

増やしていくかということが１つ課題だ

なと思っています。 

もう１つは、学習者とか、学習を取り巻

く環境の変化というのがあるかなと思っ

ています。これは地域課題が学習課題に

なりにくくなっているところがあるかな

と思っています。台東区の現状だけでは

ないと思いますが、社会全体は趣味とか

楽しみのための生涯学習は非常に人気が

あり活動をする方が多いけれども、地域

課題ということになると、社会全体の雰

囲気として自分事にならない、学習のテ

ーマに上がってこないというような現実

はあるのかなと思っています。 

この辺りは、地域づくり、人づくりとい

うことを掲げている社会教育が本当の力

を発揮するためにどうしたらいいのか、

行政・社会教育の学習事業の中でも、その

機運をどうやって高めていくかというこ

とが課題になっているかなと思っていま

す。私からは以上です。 

渡邊 渡邊健一です。私は横浜生まれ、

横浜育ちと言いたいところですが、相模

原市に転居して 18年目になりました。そ

の前は、２年ほど茨城県つくば市に暮ら

していました。今日は茨城の方もいらっ

しゃるので嬉しいです。 

　私の紹介は、大会冊子の14ページにな

りますが、私は全盲の当事者です。両親

も全盲の視覚障がい者です。私は生まれ

つき強度の弱視でした。視力があった時

でも0.01とか、眼鏡をかけても0.02で大

して変わらず、むしろ眼鏡をかけていた

時の方が危険なことが多かったと思うほ

ど、本当に全盲に近いような視力でした。

横浜市立神奈川小学校という弱視支援

学級がある学校に通い、今でいうインク

ルーシブ教育を受けました。６年生まで

通常学級で大半の活動をしまして、社会

と理科の授業は支援級に行く通級指導型

で学習支援を受けながら、電車やバスを

乗り継いで卒業まで通いました。 

その後、横浜市立盲学校に中高と６年

間通いまして、18 歳頃に、気づいたとき

にはもう全盲になっていました。 

進路選択の時は、当時は大学なんてと

んでもないという状況で、まずは手に職

をつけ、視覚障がいだったらあん摩マッ

サージ、指圧師等の職ではないかと学校

の先生や親には進学を一蹴され、何で大

学に行きたいのかと厳しい指導を受けて

いた時代でした。最近は、子どもの権利条

約等があり、選択できるような時代にな

りつつありますが、当時は厳しいところ

でした。 

つくば市の国立の短大へ進学し、つく

ば市の方は本当に温かい方々でしたが、

短大の先生たちはおっかない先生で、私

は１年目で単位を落としてしまったので

す。入学して半年もしない内に「お前はも

う留年だ。」と。大学を一浪していた上に

今度は一留だと？イチロー選手は一流！

方や自分は？（一同笑い）いや、私は一体

どうなっていくのだと。そこからの巻き

返しですね。 

私は中学の時に教員になりたい目標が

できました。当時、盲学校に英語の全盲の

先生がいまして、自分も教員になりたい

と思いました。教員になるには大学に行

かないと免許が取れないので、通信教育

なら、経済的にも親の負担も減らせるし、

自分のペースで学べる大学の通信教育部

だったら勉強できるかなということで、

約 10年かけて勉強を続けました。その過

程で、社会教育に出会いました。社会教育
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とか生涯学習というワード、領域がある

のだな、ということに出会えたのが大き

な人生の分かれ道だったと思います。 

それで、社会教育の現状をどう捉えて

いるかに対しては、地域の社会福祉協議

会で活動している視覚障がい者向けの読

書支援をやる音訳グループ「VOICE 神奈川」

に入会して運営の応援に入ることになっ

たことが関係します。例会が毎月２回あ

り、その例会でファシリテーター的な話

合いのお手伝いをして、その場がよりよ

い学び合いの場になるようなことを10年

間続けまして、大体 200 回ぐらいの例会

に参加して活動していました。 

そんなところで「社会教育とは何ぞや」

ということを考えるようになり、音訳者

の方々との関わりの中でたくさん育てて

いただき今日があります。この読書関係

のことは後程、特に図書館との御縁につ

いて、お話できればと思います。 

伊藤 登壇者それぞれに社会教育の現状

をどう捉えているのか、またここに来ら

れるまでの社会教育との関わりについて

お話しくださいました。 

青木さんは「地域のおじさん」というと

ころから、阪本さんは社会教育主事とい

う立場から、渡邊さんは障がい当事者と

いう立場、バックグラウンドに焦点を当

てる形でお話くださったかと思います。 

改めてですが、今回のテーマが「すべて

のひとが学び続けられる」と表現された

背景には、実際にはすべてのひとが、たや

すく学び続けることができる社会環境に

はなりえていないという現状認識があっ

てのことだと思います。 

（柱の第２として）学び続けることが

難しい状況にあるとか、学びの場にアク

セスすることが難しいとか、そうした状

況にある人々の支援はどういうところを

構想すればよいでしょうか。 

これまでの働きかけ等の経験や具体的

なお話をお聞かせください。 

渡邊 私の場合は、日々 情報障がいに直面

して生きているので、その障壁に対応するア

プローチとして、対面朗読という支援を受け

ています。最近は対面音訳と言う場合もあ

ります。これは、図書館の障がい者サービ

スの一つです。図書館や点字図書館の部屋

を借りて、音訳者に目の代わりをしてもらい

ます。私の場合、通信教育の教科書だった

り参考書だったり、専門書を中心に読んでい

ただいています。

初めてサービスを受けたのは、小学校

４年生の時でした。夏休みの自由研究の

宿題を図書館の職員の方に相談をして、

「鉄道の歴史」として日本で初めて鉄道

が走った場所を調べるのに、図書館の方

から本を紹介してもらって、それを音訳

者の方に読んでいただきました。それを

未だに続けて約 40年、今の生活にはなく

てはならない活動、支援というか、ライフ

ワークと言ってもいいかもしれない。 

相模原市の図書館にも通いながら、支

援を受けています。先ほど紹介した音訳

グループの会の応援に入っていた時にも、

会のメンバーにも対面朗読をしていただ

いていました。音訳グループ「VOICE 神奈

川」には結成当初から 10年ぐらいお世話

になり、音訳ボランティアのメンバーの
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相談、愚痴、悩みもいっぱい聞きました。

たくさん交流しましたね。こういうとこ

ろを工夫するといい録音図書ができます

よということを私がアドバイスし、音訳

者の方から、「渡邊さんを実験台にするか

らね」と言われるほどの深い関係性が築

かれました。そうした経験を生かして、相

模原市では10年前から市民団体へ入って

活動しています。 

最近では、図書館をはじめ、読書バリア

フリーのための取組が行われてきている

と思います。読書に困難がある人、図書館

に来館するのが大変な人に向けて、どう

いう読書環境に整備していくか、よりよ

い図書館にしていくにはどうするかとい

ったことが、令和元年にできた、いわゆる

「読書バリアフリー法」に書かれていま

す。その法律にある読書バリアフリー計

画については都道府県ベースではだいぶ

策定する所が増えましたので、市町村で

も、特に相模原市とか横浜市、川崎市等の

政令市でも計画が作られるといいなと期

待をしています。図書館がアップデート

していく必要があるのかなと思います。 

私は障がいのある人同士のコミュニテ

ィーよりも、目の見える方々の団体での

活動の方が多いのですが、先日も私が運

営役員をしている「図書館と市民をつな

ぐ会・相模原」という、市に文化団体登録

をしている団体と図書館が共催する「第

16回図書館ひろば」を開催しました。 

一般市民の方にバリアフリー図書を触

ってもらうとか、桜美林大学のサークル

「図書館サポーターズ」の皆さんとタッ

グを組んで、触地図や「さわる絵本」を展

覧して交流し、点字を書く体験、クイズ

（スタンプラリー）など、ワークショップ

を御一緒しました。 

3Dプリンターのブースも設け、協力

していただいた鶴見大学の先生から、3D

プリンターで作成したフィギュアをいた

だきました。（実物を出しながら）これが

インターコンチネンタルホテル。長い

方がランドマークタワー。立体感があっ

て、触るとこれだけ高さが違うのだなと

実感しました。これは、私の自宅周辺の立

体地図です。平らな場所が多く、私がかつ

て住んでいたところが５階建てで一番高

いので、ここだけちょこんと高くなって

いることが分かります。 

今度、相模原市に中央図書館ができま

すが、場所は淵野辺で、今私が人差し指で

触っているところが今の市立図書館です。

この隣の公園に５年後に建ちます。 

3Dプリンターで印刷した地図から、

高いビルと比較すると図書館は割と低い

だとか、そういう立体感がわかるのは、新

しい技術の発達で嬉しいなと思います。

ユニバーサルデザインを目指して、「ドラ

えもん」が凹凸になって描かれた絵本な

ども触ってもらうことも、いろいろなと

ころで続けています。 

私からのメッセージは、視覚障がいの

当事者ももちろんですが、いろいろな方

にこういう方法があるとか、こんな技術

が発展しているということも含めて、こ

うしたニーズを持っている人も生きてい

ることを、いろいろな方に知っていただ

けるような学びの機会、より良く発展す

るといいなっていうようなことを一緒に

共有できる場があるといいなと、そんな

思いで活動しています。以上です。 

ちなみに、これがドラえもんですね 

（実物を見せる） 

青木 先ほど「地域のいろいろな組織で

目的や理念を絶えず問いながら、継続し

た繋がりのある活動を楽しんでいます」

と語りましたけども、社会教育事業にお

いて、事業の目標や理念をよく理解せず
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に、活動ありきの体制や仕組みだけが先

行してしまい、多くの場合は「負担」とい

う２文字に置き換わっていると、地域活

動をしていて感じています。でも、その理

念についてよく考えてみると、学び続け

る環境というものが生まれる可能性がい

っぱいあります。 

今、全国的に学校運営協議会制度が進

行しています。厚木市では現在、公立の小

中学校 36校すべてにおいて、学校運営協

議会制度になっています。森の里小学校・

中学校も学校運営協議会制度を導入し、

モデル地区として、地域学校協働活動推

進員が市内で最初に任命されました。 

学校運営協議会と地域学校協働活動は

一体的推進とよく言われますが、肝心の

地域学校協働活動の理念が理解されてな

い場合があるのではないかと感じます。

実は、ここに大きな学びが生まれる可能

性があるのですね。これは、子どもも大人

も両方ともだと思います。 

協働とは、立場が異なる組織や団体、個

人が同じ目的のために、その目標に向か

って対等な立場で活動することを言いま

す。ここでいう対等とは、お互いに当事者

になるっていうことなのですね。そのた

めには、負担感がなくて、継続した活動が

できる状況であることが、一番のポイン

トだと思います。そこで生まれたものが

新しい価値観を生み、新しい視点で活動

ができるのですね。 

地域学校協働活動は、学校にとって役

立つものではないといけない。学校教育

に役立つものということは、学校の授業

や学校活動に関わっていないといけない

ということですね。そこで育った子ども

たちが成長して、次の世代を担う人とし

て育っていくことは、大きな地域づくり

の第一歩です。そういう関係にあると思

うのです。 

地域学校協働活動で、地域の人たちの

活動や経験を学校の授業の題材に使って

いけば、地域そのものを知ることにもな

り、あらゆる人たちの多様な価値観に接

することができるような新たな学びが生

まれるのではないかと私たちは考えてい

ます。 

令和６年度は、小学校では 71コマ分の

授業ができました。この授業に関わって

運営した人や地域講師の方の数は、年間

にして 350 名を超えました。これらの活

動によって、学校に通うすべての児童生

徒とお付き合いができる、関わりができ

る、繋がりができる、地域の人にとっても

のすごい学びになるのではないかと考え

ております。 

私は、皆さんもこれを真剣に考えてみ

るべきではないかと思います。学び続け

ることが難しいという環境よりも、まず

は目の前のものをこなしてみませんか。

こなしてみるというか実行してみません

か。地域学校協働活動にはそれだけの魅

力があると思っています。 

そのためには、地域の努力も必要です

し、学校の努力も必要です。先生一人ひと

りの努力が必要です。地域学校協働活動

の魅力を感じない限り、先生方は動かな

いと思います。先生方にとっても、活動は

負担になるのですね。 

そうではなくて、地域学校協働活動が

これからの学校教育の新しい学びの１つ

だと自覚してもらえれば、先生方は動く

と思うのですね。また、地域にとっても新

しい魅力の１つであると、将来の自治会

を担う子どもたちを地域が育てるという

認識に立てば、こんな地域づくりはない

のではないかと僕は感じておりまして、

今、一生懸命、森の里小学校でやっていま

す。 

そういうことを長年ずっと続けていく
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と、今年面白い話がありました。学校と地

域が２年間かけて話し合って地域の地区

運動会と学校の運動会を合同にしたので

すね。私たちの世帯では 6500 人ぐらい住

んでいて、世帯数にして 2700 世帯ぐらい

の地区です。その地区と学校の運動会を

一緒にしたのですね。 

もちろん合同開催にあたり、いろいろ

な苦悩や課題もありました。しかし、これ

はこれからまた始まるのだと思います。

僕は「社会教育は終わって終わりじゃな

い」と思っているのです。終わりが次のス

タートだと思っているので、来年の地区

運動会はもっと面白い学校活動になるの

ではないかと思います。 

その時の校長が、「多様な人に多様な評

価をしていただける。こんなすばらしい

学校教育はない」と言ったのですね。それ

は、我々にとっても同じことが返ってく

るのではないかと感じております。 

「地域とともにある学校」とよく言わ

れます。「開かれた学校」ではなく、もう

それは 10年前 20年前の話で、「地域とと

もにある学校」は「学校とともにある地域

づくり」とイコールなのですね。だから、

我々地域側も学校側も一緒にともに学ん

でともに成長しましょうという考え方で

歩み続けています。 

そう考えれば、学び続けられる社会な

んていろいろなところに転がっているの

ではないかなと思っているのですね。「皆

さん、視点を少し変えてみましょう」と僕

はここでお伝えしたいと思います。「学び

続けることが困難でも、実は目の前にい

っぱいありますよ。」と言いたい。もっと

困難な方がいらっしゃるかもしれません

が、でも目の前のあることを皆でクリア

していきたいと思っております。 

伊藤 ありがとうございます。 

渡邊さん、青木さんのお話にそれぞれ

に引っ張られますけれども、このお話を

受けて阪本さん、第２の柱について、お話

をお願いいたします。 

阪本 青木さんからの力強いというか、

学ぶ場は目の前にたくさん転がっている

という、そういったお話もすごく興味深

いなというふうに思いました。 

私からは、学びの場にアクセスするこ

とが難しい状況にある人々という視点か

ら、在住外国人の存在を取り上げていき

ます。 

現在、日本社会全体で外国人住民が増

えているという状況は、皆さんも御存知

のとおりと思いますし、お住まいの町で

も増えているところがあると思います。

今、非常にホットな話題ですので、外国人

住民の問題をどうするかという是非論に

ついては、この場で言及を避けたいと思

います。 

ただ、国籍は違えども住民になります

ので、多くの自治体で住民の生活を支え

るという意味で、外国人住民の学習のサ

ポートについても市町村行政が主に担っ

ているというところが多分にあるのかな

と思います。ただ、なかなかどのようにや

っていくかということが見極められない。

それから、多くの在住外国人に対する

サービスは、どちらかというとその自治  

体の人権担当課、台東区で言えば人権・多

様性推進課が日本語の教育や様々な交流

事業を行っています。ただ、なかなか理解

が進んでいかないということも現状とし

てあるのかなと思います。 

そんな中、私たち台東区教育委員会の

生涯学習課では、多文化共生を考える学

習に、ここ数年、取り組んでいます。もち

ろん在住外国人の方が各種の講座とかイ

ベントに参加できるように情報提供する
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ということも大事ですが、講座のチラシ

等が外国語表記になっているとか、やさ

しい日本語になっているとか、そういう

ことだけではなかなか問題が解消されま

せん。 

いかに在住外国人の人と共生していく

のかという学びが必要だということで、

生涯学習課は多文化共生を生かせる地域

づくりとかコミュニティーとかリテラシ

ー等に、この３年取り組んできました。 

初年度には、外国人だけをセグメント

してその学びを提供するだけではなく、

一緒に学ぶ、ともに学ぶという時間を作

り出すことが必要だろうということで、

多文化を生かせる地域づくりに取り組み

ました。 

ある町内会の区域で在住外国人の人た

ちを交えて、地域を一緒に歩きながら防

災について学ぶという仕掛けをしました。

その地域は、どちらかというとインド系

の住民の方が多いところですが、「一緒に

防災のまちづくりをするということで、

初めて日本人と一緒に活動ができた」、

「やっと地域に入れた気がする」という

コメントをくださいました。20 年以上近

く台東区で暮らしていても、なかなか日

本のコミュニティーにアクセスすること

ができなかったけれど、これをきっかけ

に一緒に参加することができるようにな

ったという方でした。 

その地域では行事が終わると大体、豚

汁を作ってみんなで食べるということが

習慣でありましたが、今では豚汁の他に

チャイが出てくるということで、そうい

う地域の多文化化が進んでいるという報

告があります。 

このように、外国人だけを取り出して

セグメントして何か学習の機会を作ると

いうことよりも、むしろ一緒にやってい

くということの方が今トレンドで、すご

く大事だなと思っています。そのため、今

お話しした多文化共生の学習の中で、多

文化共生のための市民リテラシーを掲げ

てやってみました。 

一緒に何かをやっていく時には、読み

書き、そろばんといったリテラシーが求

められます。先ほどの基調講演でも、見え

ないバリアがあるというお話がありまし

たが、入っていこうと思ってもバリアに

よって入れないことがある。だとすれば、

日本人住民側にも、外国人住民とどうや

って一緒にやっていくかということを学

べる環境が必要なのではないかと。支援

とかサポーターを養成することよりも、

一緒に学ぶ環境をいかに作るかというこ

とが大事なのではないかということで、

こんな取組も始めているところです。 

伊藤 ありがとうございます。学び続け

ることが難しい状況にある人々へのアプ

ローチについてお話いただきました。 

そういう人たちをカテゴライズして、

そこに働きかけるという発想だけでは限

界があると思わされるようなお話もあっ

たと受けとめています。 

学び続けることが難しい状況にある

人々がいるとしたら、その周囲にいる人

たち、つまり難しい状況を作り出してい

る側にも学ぶ場が必要で、つまりはすべ

てのひとが一緒に学ぶ場を考えていく方

が、大切で楽しくて現実的なのかもしれ
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ません。この辺りのことを、（柱の第３と

して）さらにお話伺えますか。 

阪本さん、続けてお願いします。 

阪本 社会教育主事として私が悩んだ

時に、頼りにしているのが社会教育委員

です。町のことを本当によく御存知で、こ

ういうことがあったらこんなふうに社

会・地域が変わるということを知ってい

るため、非常に心強いパートナーだなと

思っています。 

先ほど見えないバリアという話を出し

ましたが、在住外国人に対しても見えな

いバリアがありました。映しているスラ

イドの右側の可愛らしい女性ですが、キ

ーパーソンとなる社会教育委員の方です。

この方は、日本語教師、多文化共生コーデ

ィネーターをして、台東区に長く住んで

いる方ですが、地域の問題に非常に敏感

に気づいてくださいます。 

例えば、今は支援やサポート等という

時代ではなくて、一緒に学びを作ってい

くことや繋いでいく、理解者を増やして

いくことが必要ということに気づかせて

くださいました。他に、アクションを起こ

す人の連携を作っていくことが大事だ、

ともありました。このキーパーソンとな

る社会教育委員の方がいらっしゃること

で、私たちはタッグを組みながら、学びの

世界を広げられています。 

実際、やさしい日本語で学ぶ地域防災

学習会は、外国人だけを集めて防災のこ

とについてレクチャーするということで

はなくて、一緒にどうやってこの防災に

ついて学ぶか、やさしい日本語を使って

いくか等について検討しました。 

また、多くの日本人の方が、外国人の話

す日本語に慣れていないというところが

あるため、外国人の話す独特な日本語に

耳を慣らして、リテラシーをつけていく

という学びをしているというところもあ

ります。 

立場は違うけれども、こういった同じ

情熱をもって、繋がって活動していただ

ける社会教育委員の皆さんは、本当に頼

りになります。この社会教育委員の皆さ

んの活動がとても重要なものだなと社会

教育主事としては感じております。 

渡邊 青木さんが地域学校協働活動の

ことを、現場の目線で教えていただきま

したが、この活動の制度ができる前、

2,000 年ぐらいですか、小中学校で「総合

的な学習の時間」が試行的に始まった頃

から、私にゲスト講師の依頼が来るよう

になりました。 

26 年前のある日、実家の同じ棟に住む

小学４年生の児童さんたちが、うちの実

家を直接訪ねてこられて、私たち家族に

講師を依頼されたことは思い出深いです

ね。バリアフリーについての勉強をして

いるクラスでしたが、全盲の私たちに「当

事者の渡邊さんに実際にお話を聞いてみ

たい」というのです。それを働きかけるよ

うな担任の先生がおられたこともわかり

ました。なんと私の実家での課外授業と

なりました。課外授業当日、母と子どもた

ちが横断歩道の周りを一緒に歩いた時に、

点字ブロックが横断歩道の片側にしか付

けられていないことを児童たちは発見し

ます。そのことを学校に戻った児童たち

は「よし！市役所へ行って、渡邊さんのう

ちの前の横断歩道に点字ブロックを付け

てもらえるよう依頼してみよう」という

ことになったそうです。そして彼らが行

動を起こします。その半年後くらいでし

たか？まさかと思いましたが、片側にし

かなかった点字ブロックが両側に敷設さ

れていたのです！今も、あのサプライズ

は語り草です。あの日から私の福祉教育
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活動が始まりました。あの小学校の先生

や子どもたちのように、頑張ってらっし

ゃる先生方や子どもたちを応援したいな

っていう気持ちから、ずっと続けていま

す。 

以前に、私が通った小学校の担任だっ

た先生が校長になられて、講師として呼

ばれました。それから、校長先生を通じて

「○○小学校へ行って欲しい」と他の学

校を御紹介いただいたこともありました。

学校からのオファーは、直接知人の先

生からいただくこともあれば、相模原市

社協の「みんないいひと体験講座」といっ

た市教育委員会と連携した「推進事業」の

窓口を通じての依頼の両方があります。

公民館とか生涯学習センターという社会

教育関連の講座は、なかなかなかったで

すが、８年前には複数の依頼がありまし

た。相模原市の公民館からオファーがあ

りまして、ちょうどその年が点字ブロッ

ク 50周年だったので、記念して何か一緒

に考える、話し合う講座ができないかと

いう相談に応じ、講師役をお引き受けし

ました。 

点字ブロックは、日本人が発明考案し

たものなのですね。岡山県の方が考案し

たのですけど。講座では、音響式信号機の

こともお話しました。音響式の「ピヨピヨ」

とか「カッコー」とか、今日も関内駅の北

口から降りてこられた方はお気づきだっ

たかな。「ピヨ、ピヨピヨ」という風に交

互に１回に鳴って、もう反対側では２回

鳴ってという信号を渡ってこられたと思

うのですけど。 

このように街中にいろいろな音サイン

がいっぱいあります。その音サインを題

材にすると結構学びになるのですね、私

も学びになりました。女性学級の講座を

受けた方が、「素晴らしいね、もっとこの

音響信号機の意味を伝えていくべきよ」

と言ってくださり、その言葉に私は背中

を押されました。 

今年、大和市のシリウスというところ

で、社会教育士の称号をお持ちのスタッ

フの方からぜひ講座をやって欲しいとお

声掛けいただきました。 

どういうタイトルがいいか一緒に考え

ました。担当者やセンター長の思いとし

ては、「シリウスは大きな複合施設だが、

バリアフリーではない部分が結構ある。

それを逆に学びにしたい」とのことでし

た。「シリウスという場を使って、参加者

に思い切りいろいろ発見してもらって、

気づいてもらって、それを一緒にシェア

するというワークショップのようにして

いただくことは可能ですか？」と。 

これはありがたいなと思いまして、私

は小中学生向けに学校の授業用の「指導

案」を作って持っていますので、それをス

タッフにお見せし、市民講座用にアレン

ジし、「聞いて触って幸せさがし～シリウ

ス発！当事者と創るバリアフリーデザイ

ン」と題してさせていただきました。 

２時間のワークショップ込みの講座づ

くりを一緒にさせていただきましたが、

先ほど栗栖さんが講演でおっしゃってい

た障がいのある当事者が最後の方に出て

くるような、お膳立てするようなもので

はなくて、一緒にデザインして、参加して

くださった皆さんは今日からバリアフリ

ーデザイナーですよと呼びかけるように

することで、皆さんはもう我が事のよう

に楽しんで講座に参加してくださいまし

た。第２弾のリクエストをいただいてい

るところですので、何とか頑張らなきゃ

なと思っています。 

青木 時間が迫ってきているので、簡単

に。 

私はいろいろな活動をする上で、徹底
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していることがあります。実践して、実践

して、研修して、たまに発表する、そして

実践する。このスパイラルです。これをい

つも自分の仲間たちと一緒にやっていま

す。そうすることによって、自ずと他人と

共有した価値観がもてるようになります。

それを繰り返すことによって、いろいろ

な人の多様な価値観を自分事のように、

自分のもののように取り入れられるので

す。 

ある先生が、社会教育とは繋がりを学

ぶ教育であると言いました。それを聞い

たとき、やはり繋がりを作るっていうこ

とは自分事にしていかないといけないの

だなって思いました。 

阪本さんにしても渡邊さんにしても、

いろいろな立場の方のお話が出てきまし

た。これをいざ理解しろと言ったって、な

かなかすぐには理解できないですよね。

これを日々、僕はいろいろな立場の方と

一緒に接し、繋がりをもつことで自分事

にしています。そうすれば、差別というも

のはなくなるのではないでしょうか。ど

んな方でも学び続けられる環境ができる

のではないかと思っています。 

今、地域学校協働活動をやっています

が、やってみて先生の立場がよく理解で

きるようになってきました。学校に入っ

てみて初めて、先生の大変さがわかった

し、逆に先生方もこの地域はこうなのだ

ねという地域の理解も深まりました。お

互いにそういう環境を自然に作っていく

ということが、やっぱり社会教育の大切

なところではないかと思っております。 

伊藤 ありがとうございます。これまで、

「すべてのひとが学び続けられる社会を

つくるために社会教育ができること」と

いう壮大なテーマについて、「学び続ける

ことが難しい状況にある人々へのアプロ

ーチ」と「難しい状況にある人々をとりま

く周囲の人々へのアプローチ」という２

つの観点からお話ししていただきました。

この２つの観点を切り離して話すことは

難しいところではあるのですが、あえて

意識して２つの観点からお話をいただい

たところです。 

少々長くなりましたので、５分ほど休

憩時間をとりたいと思います。そのあと

質疑応答の時間を少し取らせてください。

－小休止－ 

渡邊 補足です。先ほど、皆さんに呼び

かけた際に「拍手で応答」していただきま

したが、この拍手ワークは私が提案しま

した。そうしたら「楽しそうだねえ！やり

ましょう」ということになりまして。先ほ

どお話した学校などでの講座でもよく行

っております。既にお気づきだった方も

いらっしゃると思いますが、私は全盲な

ので、黙って手を挙げてもらっただけで

は何人くらいかわからない。でも、例えば

「眼鏡をかけている人はいますか？」と

呼びかけたら、「あら、けっこう散らばっ

て座っているんですね」とか私もリアク

ションを返せます。 

先ほどの阪本さんからの問いかけでも

「社会教育主事の方、けっこういらっし

ゃってくださっている！数十名かなあ？

いやもっとかなあ」などと想像できて、情

報として伝わるわけですね。 

御協力ありがとうございます。 

伊藤 では、再開します。16時になった

ら登壇者の方に話を締めていただきたい

なと思っていますので、それまでは質疑

応答の時間とします。 

どうでしょうか登壇者の３名の方や、

もしくはどなたかに質問したい方は、ぜ

- 35 - 



ひ挙手をお願いします。 

質問 渡邊さんにお伺いします。 

私は３月まで公民館の職員をやってお

りまして、公民館に何とか来ていただけ

ないかと、いろいろなことをやってきた

のですが、視覚障がいがある方に来てい

ただくのはすごく大変でした。 

何回かイベントをやって来ていただい

たこともあるのですが、今日のテーマに

もなっているアクセシビリティというの

があり、視覚障がいがある方々をお呼び

するのってすごく大変なことなのです。

ライトセンターにも行ってお話を伺った

こともあるのですが、やっぱり視覚に障

がいがある方は、家から外に出て、例えば

公共交通機関を利用して公民館に来ると

いうことはすごく大変なことじゃないか

なと思っていて、アクセシビリティの改

善ということで、私たちが何かできるこ

とがないのだろうかというのが第１の質

問です。 

もう１つは、見える人と一緒に学ぶと

きに、合理的な配慮として、こんなものが

あると良いみたいなものがあったら教え

ていただきたいと思います。特に聴覚障

がいだと手話通訳さんをつけるとか、要

約筆記をつけるとか、そういうことがあ

ると思いますが、視覚障がいの場合には、

こういう配慮があると嬉しいというよう

なものがあったら教えていただきたいで

す。 

渡邊 「視覚障がい」といっても様々あ

りまして、弱視、ロービジョンと言われる

少し視力はあるという方。それから、全盲

といっても生まれつき全盲の場合と、私

のように小学生の頃にほぼ全盲に近かっ

た場合など、若干の違いはあります。あと

中途失明ですね。私の父はもともと高校

野球の選手だったのですが、ファールボ

ールを胸に当ててしまい野球ができなく

なり、その後に難病になったということ

で、20歳で見えなくなりました。 

視覚障がい者にもそれぞれライフステ

ージがあるため、なかなか一律に「視覚障

がい者に必要な配慮はこれですよ」とは

言いづらいのですが、約 30年の経験から

自信を持っていえるポイントが一つだけ

あります。それが、今日の「聞いて触って

幸せさがし」です。さっきスライドに出て

いたワードです。「聞いて触って」。これを

キーワードにすると、何か見えてくるよ

うな気がします。というのも、世の中は視

覚優位ですよね。目が見えることが前提

になっていたりするので、聞くことと触

ることで情報提供ができる可能性がいっ

ぱいあると思います。

質問 青木さんに質問ですが、地域学校

協働活動にあたって、学校に入って、何コ

マも講師を迎えて授業をしていたとおっ

しゃっていたと思うのですが、具体的に

はどんなことをしてきたのか教えていた

だきたいです。 

青木 栃木県も地域学校協働活動が有

名なところですね。各学校に地域協働推

進専門の先生が赴任されているというこ

と、よく知っています。我々も、その専門

の担当の先生がいらっしゃるのですが、

活動（例えば授業支援）にあたる題材は先

生方が見つけないといけないのです。第

一、授業は先生がやるのですから。 

学校活動も先生や学校側が決めるので、

先生がいろいろな提案をして、「こんなこ

とを学びたいのだけど…」ということを

どんどん言ってもらう。言ってもらうた

めには、やはり先生とツーカーの仲にな

らないといけないですね。そのためには
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時間がかかります。 

でも私たちは、実は 16年前からそうい

う事業を、ずっと栃木県のある方と一緒

にやっていたことや、その関係もあって

うまくできました。 

実は昨日も防災や消防の話で授業をや

ってきたところですが、先生方が一生懸

命、教科書で消防とか警察のことを教え

ていて、消防団ってどんな団体か、そして

地域防災、自主防災ってどんな団体かと

いう話になったときに、我々が入って「で

は、消防団を呼びましょう」「自主防災隊

は自治会ですよね、自治会の役員さんを

呼んでこよう」と呼びかけたところ、山の

ように参加者が集まってくれました。そ

うして、実際のお話をしてもらったりす

ると、教科書には載っていないことが山

のように出てくる。 

多様な価値観ですよね。多様な要素か

ら学びが生まれてきます。それが非常に

魅力だと僕は感じます。だから、僕らが授

業を提案することもあるし、先生方から

提案されることもある。それを一つひと

つ精査しながら、いわゆる学校教育に役

立つもの、それと同時に地域活動、地域づ

くりに役立つこと、この２つがマッチし

たとき、ともに Win-Win になるのではな

いかと思います。 

だから、先ほどお伝えした 71コマの授

業の一覧表について、今、厚木市内のいろ

いろな学校に講習に行っているのですが、

やっぱりその地域、その学校の特徴を捉

えないといけないし、他の学校と同じこ

とをやれなんていうことはなかなかでき

ない。だから、栃木県なら栃木県のいろい

ろな特色があると思いますので、その特

色をよく捉えて、それを授業として役立

てる。授業の題材に使う。そうすると子ど

もたちにとって、いろいろな新たな学び

が生まれるのではないかなと思っていま

す。 

質問 阪本さんに聞きたいなと思って

いることがあります。地域学校協働活動

とかいろいろなところに参加してられる

方って、やっぱり地域課題とか感じて参

加したり、集まったりしていると思いま

すが、どうも地域で参加される方が限ら

れているというか、同じメンバーが出て

くるように感じます。 

私は子育て関係で活動しているのです

が、やっぱり同じメンバーが出てきてい

ます。結局そこが仲良しグループみたい

になっている部分もあるのですが、子育

て世代の方は忙しかったり、団塊の世代

の方も、地域と馴染むというかフラット

な関係が築きにくい部分もあり、「地域活

動にはどうも行きたくないな」「地域って

何か巻き込まれるから嫌だな」等の声も

聞こえてきていて、このままだと、どんど

ん地域団体が痩せ細ってくのではないか

と思います。 

その学び続けることのモチベーション

について、先ほど阪本さんは「地域課題は

学びの素材になりにくい」、「『自分事』化

しにくい」とおっしゃっていました。そこ

をどうやって乗り越えたらいいのかを皆

さんに、まずは阪本さんに伺いたいなと

思って質問しました。 

阪本 実はその話題について、先ほど４

人で話していたところでした。 

私の感覚としては、今の大人たちは、自

分のやりたい趣味や好きなことには邁進

しても、地域にある課題に対して積極的

に解決のために一歩踏み出そうっていう

ところは非常に弱いのではないかと思い

ます。もしかしたら、この問題は台東区に

限らずあるのかもしれません。でも、それ

をどのようにしたらいいのかを青木さん
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や渡邊さん、伊藤先生たちと話していま

した。 

それぞれの人たちに、やりたいことが

あるということは大事なことなので、い

ろいろなことを上手に地域の中で生かし

ていくようなコーディネートが必要なの

ではないかと思います。 

話のなかでは、無理に「この課題をあな

たが解決してください」とやるよりも、

「あなたがやりたい、そしてあなたが得

意なことは何ですか」ということを地域

の中にマッチングさせていくような仕掛

けが必要なんじゃないかという意見が出

ていました。 

私自身も本当にその通りだなと思いま

したし、社会教育主事の立場としてもそ

うだなと思いました。また、地域の中で活

動する人たちが偏ってきて、仲良しグル

ープがあることが排他性を生んでいるか

もしれないと、私も感じるところがあり

ます。 

ただ、ちょっと地域活動に参加してみ

たいなという方はたくさんいらっしゃっ

て、でもなかなか課題に対して自分が活

動の仕方を合わせていくことが難しいの

で、私たちや社会教育委員が、その方の持

っている良さやポテンシャルを地域の中

にどうやって組み替えていくかといった

つなぎ役をしていくことは、とても必要

なことだなと行政職員としても感じてい

るところです。 

青木さんも是非一言回答をお願いしま

す。 

青木 本当に楽屋で話していた話題で

すね。難しいことなのですが、ちょっとき

っかけさえつくれば、いとも簡単です。き

っかけというのは、その人が入りやすい

場所を、居場所を作ってあげることです

ね。ここにいらっしゃる社会教育委員達

が、そのきっかけを作るリーダーの役割

だと僕は思っています。 

「地域に役立つよ。やりがいが生まれ

るよ」と地域活動に勧誘したら、人がどっ

と入ってきますね。皆さんが社会教育委

員として、地域やボランティアの人とか、

いろんな活躍する人たちの場面を作って

あげることで、地域の人のやりがいを生

むことがとても大切ではないかと思って

います。そうすると地域の人々は一気に

入ってきます。僕のところでも去年 71コ

マの授業をやっています。今年は多分 90

コマぐらいになると思います。 

このように活動が活発になったのは、

先生方が魅力を感じ始めたから、地域の

人が魅力を感じ始めたから、それぞれの

先生の立ち位置ができ始めたから、地域

のそれぞれの人たちの立ち位置が出てき

たからですね。だから、どんどんアイディ

アが出てきます。こういう場面を作るの

が我々社会教育の役目ではないかと僕は

思っています。 

渡邊さんはいかがでしょうか。 

渡邊 私は、公募委員の社会教育委員な

ので、まだ経験が浅いのですが、市の審議

会等の委員を務めるのは社会教育委員で

４回目です。最初は図書館協議会委員、そ

のあと首長部局の総合計画審議会、経営

評価委員を経験し、「読書バリアフリーセ

ンター」と言えるような中央図書館を設

置することや旧図書館跡地の活用方法、

地域学校協働活動、社会教育士などに関

わる提案をしてきました。 

先ほどの3Dの地図を御紹介した際に

少し話しましたが、図書館協議会委員の

ときに、まちづくり関連の大きな計画案

が出されました。今度、図書館がすぐ隣の

公園の中に新しく建つのですが、８年ぐ

らい前に大反対が起きました。公園の景

- 38 - 



色も状況も、指一本変えて欲しくないっ

ていう人たちがたくさんいて、そういう

方たちが、内外に意見を出したのです。 

ということは、地域のことに全く無関

心ではないのではないかな…と思いまし

た。何かのきっかけで、必ず接点が生まれ

る市民もいるはずです。 

そこで、私はその８年前、図書館協議会

委員の会議で発言しました。市の方から

今度新しい図書館を公園の中につくり、

公民館や児童館・青少年学習センター・国

際交流などの６つ７つの公共施設を複合

して作る計画であるとのことでした。資

料を見せていただくと、「その他」の欄に、

協議会等って書いてあって、「あれ、おか

しいな。なぜ協議会等がその他の方に入

っているのだろう」と思って質問しまし

た。「この資料に『協議会等』と書いてあ

るのですが、市の方で方針があるのです

か」と尋ねたところ、「今のところ、まだ

そういう協議の方針は考えていない」と

言われました。 

そこで「私も協力しますので、ぜひ住民

の皆さんや利用者の意見を聞いてみませ

んか」と伝え、後日のパブリックコメント

にも案を提出しました。その結果、関係者

それから住民、いろいろな団体の代表の

方等で作る「まちづくり市民検討会」が作

られました。新しい複合施設を検討協議

する場が作られたのですね。こうして、こ

こ 10年余り、たくさんの提案をした中に

は、実現したこともたくさんあります。そ

ういう経緯もありまして、手を挙げて意

見を言って良かったなと今では思ってい

ます。 

なので、私の場合は社会教育委員とし

てではなかったのですが、いろいろな皆

さんの立場でアクションを起こされると、

何か開けていく、開拓していけるのでは

ないかなと期待しています。 

質問 青木先生にお伺いしたいです。71

コマの授業を提案されているということ

ですが、秦野市は神奈川県では唯一の盆

地ということもあり、いろいろな特徴が

あることから、学校の先生方の教育研究

会が行われています。 

その中で今、秦野市はふるさと教育を

一生懸命やっているため、それを主体に

地域教育をやったらどうかということを

提言したところ、ある先生から「言ってい

ることは素晴らしいが、やっぱり文科省

から来ている学校教育が優先になってく

る。特に中学校は受験とかあって、その中

でそういう一貫したふるさと教育はなか

なか難しい」と言われました。 

そのような場合、青木先生はどのよう

に対処されるのかをお伺いしたいと思い

ます。 

青木 学校はその通りですね。年間計画

が決まっています。皆さんは「学校教育計

画書」を見たことがありますか。学校には

必ずあります。その中に各学年で何をす

るかっていうことが書かれています。そ

れが１年前に決まるのです。そこに入れ

てあげないとだめなのです。 

学校の稼働日数というのは 200 日ぐら

いで、授業数を増やすことはできない訳

ですから、その中に入れないといけない。

授業数も決められている。でも、増やすと

先生方が大変になっちゃうではなくて、

今ある教育の中の学びを、少し視点を変

えてみるということが大切なのではない

でしょうか。 

例えば、ふるさとづくりをするのであ

れば、総合学習を一緒にやってみません

かと提案します。総合学習だったらいろ

いろな視点で捉えられるからです。それ

も学年ごとの提案ではなく、例えば僕だ

ったら、小学校だと１年生から６年生ま
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でトータルして、その一つのテーマを追

いかけていきましょうと提案します。具

体的には各学年で「地域」という共通テー

マで、３年生はまち並みや地域を知ろう、

４年生は地域福祉を学ぼう、５年生は地

域防災を考えよう、６年生は自分の地域

がどうやってまちづくりをしていったか

の歴史を学ぼう、などと提案します。この

ようにトータル的にできるようになって

いきます。 

活動について、先生と一緒に話す場が

学校運営協議会です。地域の人がいて、

我々のふるさとを作るのだったら、みん

なで真剣に考えましょうと呼びかけるの

です。その段階までいって初めて、学校運

営協議会が成り立つのです。学校から報

告だけ受けるのが学校運営協議会ではあ

りません。やっぱりみんなで一緒にこの

地域の子どもたちをどう育てていけば、

その地域の担い手になるかということを

考えて、先生方と一緒に、学校と一緒に、

校長と一緒に、教頭と一緒に考えていく。

そうすると必ず答えが出てくると思いま

す。 

答えが出るには数年かかるかもしれま

せんが、その熱意は絶対学校に伝わると

思いますので、ぜひ頑張ってください。 

もし、そういったテーマを教育委員会

が持っているのだったら、それは最大の

武器じゃないですか。頑張りましょう。 

実行委員長 大会の実行委員長として、

シンポジウムがここまでまとまって素晴

らしいと思う一方、キラキラして素晴ら

しすぎるように感じてしまいました。 

私みたいな下世話な人間からすると、

多様な背景を持つ人たちが、繋がるとか

学びというところにアクセスしにくい人

たちを、学びにつなげるための社会教育

委員の仕事において何が大事なのか、教

科書に書いてくださっていいような話が

出てきたと思います。 

ただ、今回も神奈川大会をみんなで、社

会教育委員が神奈川県一丸となってやら

なきゃいけないと努力して、普段全然知

らない人、会ったことがない人たちと私

たちが、ここまで一緒にこの大会を盛り

上げることができました。この「繋がりを

つなぐ」ためにどのような工夫をしたか

についてですが、一つは会議において理

念っていうのが絶対必要で、目指すべき

目標はここだっていうことをみんなで共

有すること。 

あともう１つは、「コロナが終わったの

で、そろそろ一杯やりますか」と私が会議

の終わった後に呼びかけたところ、みん

なが「うおー」と応えたこと。 

そこから本当に人間と人間の繋がりが、

社会教育の繋がりが深まったように感じ

ます。会議後の飲み会等については、昭和

の時代の話と否定されている部分もある

と思いますが、新しい方たちと一緒に何

かやらなきゃいけないときに、本音で繋

がっていくための仕掛けや、どういうこ

とが本音で語り合える関係づくりに繋が

るかについて、本音の部分を最後にお聞

かせいただきたいなと思います。 

青木 僕は実際に活動しながら、どうい

う意図で活動しているかについて振り返

る研修をして、また実践して、たまに発表

するということをやってきたのですが、

それを繰り返していくうちに、関係者間

で共通項が出てきます。その共通項を持

って繋がりをつくっていくということを

していました。 

地域学校協働活動や学校運営協議会に

入り、教育のことに携わる中で「これから

の教育はジグソーパズルではない。レゴ

ブロックだ。多様な価値観があるのだ」と
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いうことを学びました。 

それを踏まえると、やっぱり根気よく

繋がっていくことがそれぞれの立場のこ

とを理解する大きな第一歩であると思い

ますし、実際そのように活動しています。

阪本 最後に本当に難しい質問をいた

だいたなと思うのですが、先ほどの御質

問にもあった活動をしていく中で人と繋

がるのは、非常に難しくなってきている

のですが、地域活動に目覚めてくると、や

やもすれば他の所管からはクレーマーだ

と思われるぐらい情熱が出てくる方も、

中にはいらっしゃるなと思います。 

やっぱりそれを「かわいい」というと、

ちょっと語弊があるかもしれないですけ

ど、かわいいと思って一緒に付き合おう

とする感覚がお互いに出てくると、本当

に芯のところで繋がれるなと、社会教育

を長くやっていて非常に思います。「うわ

っ」と耳が痛いことも言ってくださった

り、お互いに言い合ったりするかもしれ

ないけど、それを「何かかわいい」と思え

るような付き合い方をしていくと本当に

芯で繋がるなとそんな感じがしています。

渡邊 三井為友先生は「月間社会教育」

の初代編集長をされた先生で、都立大学

の名誉教授などをやられた方です。三井

先生が言われていたのは、戦後間もない

頃は、話し合い学習等の「共同学習」が重

視されていて、小集団のグループが重ん

じられた時期があり、それを現代の社会

教育も引き継いでいるのかなと思います。

私もどちらかというと、学校の 30人 40

人クラスのような大人数の集団より、10

人前後もしくは円卓等の顔の見える環境

の方が話しやすいと思いますが、皆さん

がインクルーシブな思いで受けとめ合え

るような関係性が築けていれば、どうい

う場でも良いのではないかなとも思って

います。 

なので、何か大きな仕掛けを行うとい

うよりも、やっていく中で、ケアすべきこ

とを見つけていくのが良いかなと思いま

す。一歩踏み出すことは、私はすごく苦手

な方です。皆さんは信じられないかもし

れませんが、私はかつて場面緘黙症でし

た。１時間ぐらいしゃべれなくなってし

まって、「はい、渡邊君しゃべって。感想

一言どうぞ」と言われても、次の言葉が出

てこないという学校生活を送っていまし

た。 

今日、約 700 人の方がいらっしゃって

いて、皆さん一人ひとりの人生の中にも

たくさんの背景があると思います。そう

いう背景をお互いが受けとめ合うという

か、大事にし合うコミュニティーの中で

いろいろな立場で、できることをやって

いくことが、一番シンプルですが大事な

のかなと思います。それが、結果的に話し

合い学習から入っていく場合もあります

し、いろいろなケースがあるような気が

します。

伊藤 最後の第４の柱として、「すべて

のひとが学び続けられる社会をつくる」

のはいったい誰なのか、をお話いただく

にあたり、そういえば、社会教育委員の職

務について確認をしようかと話していま

したね。 

社会教育委員の職務というものがあり

ますが、実はそういったものを日頃きち

んと見直したり、読み直したり、そこに照

らして自分の役割やしていることを考え

直すという時間はないのではないかとい

うことで、この大会冊子の 13ページに記

載しました。社会教育法第 17条です。 

この社会教育法第17条の職務について、

今日、全国社会教育委員連合の鈴木会長
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からこれはどうなのかなという話もあり

ましたが、「諸計画を立案すること」や「諮

問に応じて意見を述べること」「そのため

に調査研究を行うこと」といった職務が

規定されています。これらを御覧になっ

て確かにその通りしているなとか、うち

の自治体内の会議では機能しているなと

言える方はどのぐらいなのかな、という

ことを会場の皆さんにお尋ねしてから、

登壇者それぞれ最後にお話をいただけれ

ばと思います。 

ちょっと拍手で教えてください。皆さ

んの自治体では、社会教育委員は規定の

職務について行えていますか。（拍手が起

こる）ありがとうございます。では、登壇

者の皆さん、お一人２分ずつくらいしか

ないのですが、お願いいたします。 

青木 これは皆さんに、ぜひやってもら

いたいなと思っています。今日の基本理

念、僕のではなく全体の理念で、学び続け

る社会を作るということですね。この学

び続ける社会を作るために、社会教育委

員としては、やはり仕掛けを作ってもら

いたい。社会教育関係者にはぜひ、社会に

根差した仕掛け人になってもらいたいと

思っています。もしそれができなければ、

その地域に根差した仕掛け人となる人を

育てていってもらいたいと思っています。

その仕掛けとは何か、もう単純です。そ

の理念を実現するための施策を作ること

です。施策を教育委員会に提言すること。

多分答申にはならないと思います。提言

でも十分だと思いますね。「教育委員会を

挙げて事業をやりましょうよ」と、施策を

作っていくことが、私は大切ではないか

と思っています。施策ができて終わりで

はなく、施策を基に実際に活動して、成果

を検証し、次なる施策をまた作っていく。

これがやはり社会教育として、社会教育

委員に必要なことではないかなと思いま

す。 

私も社会教育委員をやって、事務局が

出してくる書類に判を押すだけではだめ

だなとつくづく思いました。自分たちの

社会教育委員としてのスキル、いろいろ

な経験値、そういったものを全て結集し

て、新しいまちづくり・地域づくりをする

ための施策をつくることが大切ではない

かなと思っています。ぜひ皆さんにも頑

張ってやっていただきたいと思います。 

阪本 私も先ほど申し上げた通り、社会

教育委員の方々が地域の中にいて、地域

の中の課題を掘り起こし、そして、こうい

うことが大事だよというふうに提言をし

てくださる、この存在がとても大事だな

と思います。 

そして、先ほど私が申し上げたように、

社会課題を課題として捉えた住民の人た

ちがアクションを起こすと、ややもする

とクレーマーのようになってしまうこと

もあります。他の所管課から見れば、「あ

の人、急にこう活動始めたよ」と住民の方

がクレーマー的に見られてもしまうこと

もあるかしれませんが、社会教育委員に

は、そんな方と行政とのつなぎ役にもぜ

ひなっていただきたいなと思います。 

つなぎ役になっていただければ、私た

ちのような社会教育主事とも繋がって、

一緒に伴走しながら、いろいろな地域課

題に取り組んでいただけるのではないか

と思っています。 

渡邊 私からのメッセージになるか分

かりませんが、フロンティアスピリット、

開拓者精神。これが社会教育委員にぴっ

たりかなと思っています。 

　冒頭にお話したように、私自身も両親と

も重度の障がいがあり、同じような障が
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い当事者だったということもあり、一般

の家族のように、なかなか身近に助けを

求める、本当の意味で助けを求められる

家庭環境ではありませんでした。もちろ

ん両親は、「したくてもしてやれない」も

どかしさ苦悩を抱きながら、対面朗読を

はじめ外部に支援を得つつ、私を育てて

くれました。そのような背景がある方々

はまだまだたくさん潜在していると思い

ます。私もそうだったから言うわけじゃ

ないですが、そのような背景は、なかなか

見えにくいです。 

でも、この 30年を考えてみたら、私は

随分社会教育に救われた人生だったと思

っています。このように、たくさんの方の

前でお話させていただく機会を得られた

こともそうですし、横浜市や相模原市の

皆さんが私を送り出してくださったこと

にも本当に感謝です。 

私は、今日までどちらかというと学校

生活は不遇で、社会的障壁と常に向き合

わなくてはならない苦悩の連続でした。

そんななか、何かしらの社会教育的なア

プローチを受け、学校教育一辺倒になら

ないでよかったなと思います。 

これは就労や仕事についてもそうです

ね。今、いろいろな働き方が問われていま

す。常勤が良い場合もあれば、非常勤の方

が自分にとって働きやすいっていう場合

もあるでしょうし、その逆で、もっと正規

職員で頑張りたいっていう人もいるでし

ょう。それは障がいのある人たちも同じ

で、私自身今思えば、こういう社会活動の

方が自分の体力には合っていたのかもし

れないと思えるようになりました。 

皆さんの地域にも、言葉には出せなく

ても、社会教育で救われている方が必ず

いますので、今後そういう方々のことを

思い浮かべながら活動していただけると

嬉しいなと思います。 

伊藤 今日、もう何回言ったか分かりま

せんが、「すべてのひとが学び続けられる

社会をつくるために社会教育ができるこ

と」という本日のテーマは、２時間で扱う

にはとても難しいテーマであったと思い

ます。 

特に綺麗な落としどころも結局ないの

ですが。キラキラした言葉・理想・理念は

共有できて、キラキラした正解はつかめ

るのですが、本音で実際どうなのか、とい

う自分なりの正解を掴むにはなかなか時

間も足りませんし、正解はないのかもし

れないです。ですが、そういったモヤモヤ

したところも含めて、それぞれの経験と

か考えをお持ちの社会教育委員の皆さん

が、一つのテーマについて一緒に考える

っていうことの意味は大きいだろうなと

思います。それが、こうした大会が開かれ

ることの大きな意味だと思うのですね。 

そんな時間を、御一緒させていただけ

たことを心から感謝しています。長時間

にわたりましたけれども、進行に御協力

賜りましてどうもありがとうございまし

た。 

青木さん、阪本さん、渡邊さん。それぞ

れのお話、言葉を通して、皆さんそれぞれ

に受けとめられたところがあったかと思

います。これで閉会といたします。ありが

とうございました。 
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